
携帯電話に関する消費者庁の取組（詳細）

資料４－３



着眼点①：割引適用後の最低価格の強調表示

４Gスマホプラン

最大６か月3,680円/月～
７か月目以降4,680円/月～

主な表示の内容のイメージ

・家族割（４名以上）、光セット割引適用時

各社は、基本料金に対して複数種類の割引が適用される料金プランを提供している。

全ての割引条件を満たす消費者は一部であるにもかかわらず、最も安い料金のみが強調して表示
されており、どのような条件を満たせば幾らの割引が適用されるのか分かりにくい。

▶例えば下記のように各割引条件を満たすことにより幾らず
つ値下げされるのかを一覧性がある形で明瞭に表示する

ことを求めている。 ➡各社対応

問題点：

各割引により幾らずつ値下げされるのか記載がなく、
詳細は他のページ等を確認する必要がある。

基本料金 6,680円

家族割（４名以上） △1,000円

光セット割引 △1,000円

スマホ半年割引（最大６か月） △1,000円

上記割引適用時
ただし、７か月目以降

3,680円
4,680円

１ 消費者にとって分かりやすい表示になっているかの総点検
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※ また、一部事業者に対しては、他社の価格と比較して自社の価格が安い旨を強調する際に
消費者の誤認を招かないようにすべき旨を指摘している。



問題点：

固定インターネットサービスを同じ会社で契約すると、携帯電話
利用料金が1,000円割引になると表示しているが、別途費用が

発生する固定インターネットサービスの利用料金が幾らである
のか、また、固定インターネットサービスが２～３年間の定期契
約となっており、更新期間以外には解約料が発生することは明
瞭に表示されていない。

着眼点②：携帯電話とセットで契約される固定インターネット等の取引条件（料金、契約
期間の縛り、解約手数料等）

携帯電話とセットで固定インターネット等を契約すると携帯電話料金が割引になる料金プランが各社
から提供されている。

その際、携帯電話料金の割引額が強調されている一方で、セットされる固定インターネット等の契約
については、その費用や契約期間の縛り、解約手数料の取引条件が明瞭に表示されていない。

おトクな料金・割引！

ネットとセットでスマホ利用料が割引！
スマホ利用料が毎月

1,000円割引

主な表示の内容のイメージ ▶セットされる固定インターネット等の料金・取引条件
（契約期間の縛り、解約手数料等）を明瞭に表示す
ることを求めている。

➡ 各社対応

おトクな料金・割引！

ネット※とセットでスマホ利用料が割引！
スマホ利用料が毎月

1,000円割引
※別途、インターネット利用料金がかかります。
また、定期契約プランの場合、更新月以外の解
約等には解約金が発生します（例：２年間定期、
解約金9,000円）。

修正後の表示のイメージ

１ 消費者にとって分かりやすい表示になっているかの総点検
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着眼点③：５Ｇサービスにおいて提供される周波数ごとの性能や利用可能なエリア

問題点：
５Gにおける周波数ごとの性能の違いや利用可能エリ
アについて、消費者に明瞭に説明されていない。

５Ｇでは、ミリ波（28GHz帯）のほか、サブ６（3.7/4.5GHz帯）、さらには５Ｇ用に転用される既存４Ｇ
用周波数というそれぞれ性能の異なる周波数帯を組み合わせてサービスが展開されていく。

▶５Ｇサービスの提供に当たっては、
各周波数帯の性能の違いやサービ
スエリアが異なることを十分に説明
することを求めている。

➡ 各社対応

主な表示の内容のイメージ

５Gで！
高速大容量・低遅延・多接続
高解像度の動画視聴もスムーズに 利用可能エリア

■５G
■４G

１ 消費者にとって分かりやすい表示になっているかの総点検
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※ このほか、一部事業者に対しては、５Ｇサービスの提供エリアが極めて限定されている場合に、
５Gサービスの提供を殊更強調することで消費者に誤解を与えることのないよう指摘している。



各社が３月以降に導入した新料金プラン（月間通信容量20GBのもの）は、複雑な割引条件がなく、
消費者に分かりやすいシンプルなプランである。

他方、下記の点などについて、サービス内容が他のプランとは異なることから、手続、条件等につ
いて消費者への十分な説明があるか、今後とも注視していく。

☑店頭での手続やサポートが受けられないこと
☑キャリアメールが使えないこと

新料金プラン：新たに提供される料金プランの表示も注視し、都度、指導・要請を行う

１ 消費者にとって分かりやすい表示になっているかの総点検
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１．３社（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク）は、自社による携帯電話端末の割賦販売
において、割賦支払期間中の一定期間経過後に端末を返却すること等を条件に、割賦支払額
の残額の支払いを免除するプログラム（「端末購入サポートプログラム」）を設けている。

携帯電話事業者 プログラム名
ＮＴＴドコモ スマホおかえしプログラム
ＫＤＤＩ かえトクプログラム

ソフトバンク トクするサポート＋

２．上記の各プログラムは、当該プログラムを設けている携帯電話事業者の回線を契約して
いない者（非回線契約者）であっても利用することが可能であり、そのことは、総務省の
ガイドラインに基づき、各事業者のウェブサイトにおいて表示されている。

３．しかしながら、総務省が各携帯電話事業者の店舗において覆面調査を行ったところ、相当
程度の店舗において、非回線契約者への端末販売の拒否がされていることが判明。

【3社の端末購入サポートプログラム】

４．各事業者のウェブサイト上の表示が与える印象（非回線契約者は回線契約しなくても端末
を購入できる）と、実際（非回線契約者は回線契約しないと端末を購入できない場合があ
る）との間に乖離があることにより、景品表示法上の問題（不当表示）が生じるおそれ。

５月、３社に対して指導し、その旨を公表 5

１ 消費者にとって分かりやすい表示になっているかの総点検

端末購入サポートプログラムの表示（非回線契約者への端末販売拒否）



NTTドコモの表示内容 実際

ＮＴＴドコモ

覆面調査で販売拒否が
確認された割合

２２．２％

自社の調査で販売拒否
が確認された割合

３．３％

乖離
NTTドコモの一部の店舗において

非回線契約者への端末販売を拒否

「※ドコモの回線契約がなく
てもご加入・ご利用いただけ
ます。」と表示 6

１ 消費者にとって分かりやすい表示になっているかの総点検



ＫＤＤＩの表示内容 実際

ＫＤＤＩ

覆面調査で販売拒否
が確認された割合

２９．９％

自社の調査で販売拒
否が確認された割合

１．３％

ソフトバンクの一部の店舗において
非回線契約者への端末販売を拒否

「※au回線の有無を問わず本プログラムでご
購入いただけます。」と表示

ソフトバンクの表示内容

トクするサポート＋

「ソフトバンクの回線契約がなくてもご購入いた
だけます。」と表示

ＫＤＤＩの一部の店舗において
非回線契約者への端末販売を拒否

実際

ソフトバンク

覆面調査で販売拒否
が確認された割合

９．３％

自社の調査で販売拒
否が確認された割合

２．３％

乖離

乖離
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１ 消費者にとって分かりやすい表示になっているかの総点検
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２ 消費者に対する情報提供

〇消費者物価モニター調査（令和３年６月）

・多くの消費者が、今後支出を減らしたいと感じるものとして携帯電話料金等の通信関連費と回答。

〇消費者庁携帯電話の利用状況に関する意識調査（令和３年６月）
・携帯電話を利用する人のうち約15％が、携帯各社が新しい料金プランを発表した３月以降に
乗り換え

・携帯電話会社を乗り換えしやすくなったと感じている人は、38.5％に増加した一方、
わからないと回答した人も増加している

・携帯電話の料金プランがわかりやすくなったと感じている人は、25.4％に増加した一方、
わかりづらくなったと感じている人も15.6％存在している

・他サービスとのセット割を利用している人や、他のサービスとのセット割引をきっかけに
携帯電話契約を変更した人も多い

消費者にとって携帯電話料金に対する期待が大きい中、自分に最適な事業者・料金

プランを選択するために何が必要とされているかについて把握し、消費者に対し、

分かりやすく情報提供することが必要

消費者が最適なプランを選べるように、個々の消費者の利用状況や契約状

況に寄り添った、わかりやすい情報提供が必要
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２ 消費者に対する情報提供

〇消費者庁携帯電話の利用状況に関する意識調査（令和３年６月）

・携帯電話に関する最近のトピックについて、MNP（携帯ナンバーポータビリティ）が多く

認知されているのに対し、SIMロックの原則禁止、手数料の低廉化、携帯電話端末購

入の分離への認知度が高くない

・消費者の約半数は、携帯電話に関して何かしらのトラブル等があった経験があり、特

に、問い合わせ窓口が繋がらない、料金プランの内容や注意点がわからないとのトラ

ブルが多い

・通話料金の引き下げや品質の向上に加え、わかりやすい料金メニューや、複数事業

者間でのわかりやすい料金比較が望まれている

消費者が携帯電話に関し、料金プラン等のわかりやすさを求めている中で、携帯電話

会社においても、消費者に対して丁寧な説明や情報提供を行うことが求められる

携帯電話会社においても、消費者に対して丁寧でわかりやすいサポートや

情報提供を行うことが求められる
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２ 消費者に対する情報提供
・携帯電話料金に関する消費者へのさらなる情報提供（令和３年６月29日）

「ご存じですか？携帯のこと」を公表



２ 消費者に対する情報提供
（参考）令和２年12月4日「自分にあった携帯料金プランになっていますか？」

消費者が携帯料金プランについて知っておくべきことについて整理し、消費者庁ウェブ
サイトにて周知。 ※令和３年４月６日 注意喚起を更新
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